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平成26年度予算見積調書

B28

課室名:課室名:消防防災課

内線:内線:8182

事業名

事 業
期 間

根 拠
法 令

平成23年度～

会計 款 項 目

一般会
計

災害救
助費

民生費 救助費

説明事業

東日本大震災市町村等繰替支弁費負担金

戦略項目

担当名:担当名:災害対策担当

災害救助法 05　　　大規模災害への備え

010501　危機管理・防災体制の強化

予算額

決定額 60,40660,406

前年額 82,16282,162

60,40660,406

82,16282,162

△21,756△21,756

分担金
前年との

及び負担金
対比

財　　源　　内　　訳

一般財源

番号

東日本大震災市町村等繰替支弁費負担金

１　事業の概要

　東日本大震災による被災県からの避難者の受入れにか

かった費用を市町村へ支弁する。費用は災害救助法に基

づき被災県へ求償する。

（１）東日本大震災市町村繰替支弁負担金

　　　　　　　　　　　　60,406千円

２　事業主体及び負担区分

県（被災県 10/10）

３　地方財政措置の状況

なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

9,500千円×1.0人＝9,500千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　　　東日本大震災による被災県からの避難者の受入れにかかった費用を被災県に求償し、市町村へ支弁する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,406千円

（２）事業計画
　　　　災害救助法に基づく被災県からの要請を受け、避難者支援を行う。

（３）事業効果
　　　　避難者受入れにかかった費用を市町村に支弁することにより、円滑な避難者支援を実施する。
　　　　平成24年度は、避難者の受入れにかかった費用（20市町分）について求償した。
　　　　県では、厚生労働省の通知に基づき3回に分けて求償を行い、被災県からの入金の後、市町村に支弁した。
　　　　第1回：平成24年2月～3月末までの費用（平成24年11月16日に支弁）
　　　　第2回：平成24年4月～8月末までの費用（平成25年4月4日に支弁）

　　　　なお、平成25年2～3月分の費用は平成25年度対応としている。
　　　　第3回：平成24年9月～平成25年1月末までの費用（平成25年5月31日に支弁）

（４）その他
　　　　県内市町村において実施する救助の種類は、災害救助法に基づき被災県から救助要請を受けている応急仮設住
　　　宅の供与（既設の公営住宅及び民間賃貸住宅の借上げ）等である。

(単位：千円)

分野施策


